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集団的労使関係の特徴
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• 労働組合の組織率の低下は、先進国共通の現象だと理解されてきた

• 日本は、組織率が低く、労働協約の適用率も低い国のひとつ（日・米・英・韓）

OECD “Trade Union Density” “Collective Bargaining Coverage”より筆者作成OECD “Trade Union Density”より筆者作成



3厚生労働省『労働組合基礎調査』,総務省統計局『労働力調査』より筆者作成

• 日本の労働組合の組織率＝組合員数／雇用者数 は低下が続いている（2024年16.1％）

日本の労働組合の組織率



• 中村圭介（2005，2021）2006 年に組合員数の純減が止まり，2007 年から組合員数は純増に転じる。東日本大震
災があった2011 年からの3年間は，総組合員数が再び減少しているが，2014 年以降は，総組合員数は純増であ
る。2007 年以降，組合員数が純増に転じた要因のひとつとして，パートタイムや有期雇用で働く労働者の組合加
入の拡大がある。 ⇒ 2007 年がひとつの転換点になっている

• 厚生労働省「労働基準関係法制研究会」（座長：荒木尚志東京大学教授、2025）「労働基準法等の労働保護法は
労働 条件の最低基準を設定するが、最低基準を上回る労働条件設定のためには 使用者と対等の立場で集団的交
渉を行い得る労働組合の役割が重要である ところ、労働組合の組織率は長期的に低下しており、労働組合の活性
化が望まれる。 他方で、労働基準関係法制においては、前述のとおり、労使の合意等の 一定の手続の下に、個
別の企業、事業場、労働者の実情に合わせて法定基 準の調整・代替を法所定要件の下で可能とする仕組みが採用
されており、こうした仕組みが有効に弊害なく機能するためには、労働組合がない事業場（企業）も含めて、労
使ができるだけ対等にコミュニケーションを図り、 適正な内容の調整・代替を行うことのできる環境が整備され
ていることが重要である。」
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厚生労働省『労働組合活動実態調査』平成15、20年、『労働組合活動等に関する実態調査』平成25、28、30、令和3、5年より筆者作成

（補足）組合員数、組織率に関する指摘

表１　組合員資格の付与状況（％）

2003年 2008年 2013年 2016年 2018年 2021年 2023年

パートタイム労働者 加入資格がある 16.6 23.0 32.6 32.3 35.6 37.3 40.7

（うち実際に組合員がいる） (10.9) (17.4) (20.5) (22.0) (28.6) (30.0) (33.0)

有期契約労働者 加入資格がある 15.0 23.3 38.9 35.6 39.9 41.5 42.5

（うち実際に組合員がいる） (6.5) (15.0) (25.5) (24.3) (31.1) (32.9) (34.3)

嘱託労働者 加入資格がある ― 30.0 34.0 30.7 35.6 39.6 37.9

（うち実際に組合員がいる） ― (22.5) (22.0) (20.9) (29.2) (29.9) (31.1)

派遣労働者 加入資格がある 3.0 3.1 17.7 11.1 5.2 6.6 7.0

（うち実際に組合員がいる） (0.8) (1.5) (3.1) (1.5) (1.3) (2.2) (2.6)
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本研究が用いた３つの調査
• 厚生労働省『労働組合基調査』は全労働組合が対象の悉皆調査として設計。大阪商業大学

『日本版総合社会調査』、連合総研『勤労者短観調査』は個人を対象とした標本抽出調査。
これらは調査方法（訪問、郵送、Web）等も異なる。

表２　調査の概要

厚生労働省

『労働組合基礎調査』

大阪商業大学

『日本版総合社会調査』

連合総研

『勤労者短観調査』

調査方法

回答者 労働組合 個人 個人

調査モード 訪問、郵送、Web 訪問 初期は郵送、途中からWeb

回答モード 自筆 面接聞取り、自筆 自筆

標本 全数 標本抽出 標本抽出

調査対象

産業 すべて（公務含む） すべて（公務含む） 民間セクターのみ

年齢 すべて 20～89歳
初期は20～59歳、途中から20

～64歳

地域 全国 全国
初期は首都圏、関西圏のみ、途

中から全国

労働組合の変数

組合加入に関する変数
「わからない」「無回答」とい

う回答は存在しない

「わからない」「無回答」とい

う回答がありえる

「わからない」「無回答」とい

う回答がありえる

組織率／組合加入率の計算
組合員数を「労働力調査」の雇

用者数で除して算出

「組合に加入している」件数を

就労者の件数で除して算出

「組合に加入している」件数を

回答件数で除して算出 筆者作成



6筆者作成

労働組合の組織率の推移

• 厚生労働省『労働組合基礎調
査』の組織率が低下の一途を
たどっている一方、個人を対
象とした大阪商業大学『日本
版総合社会調査』、連合総研
『勤労者短観調査』の組織率
（組合加入率）は、2000年代
以降、上昇している。

• 直近では組織率に倍近い開き
が生じている。

• 政府統計と個人調査で、労働
組合の組織率の水準が異なる
だけでなく、変化の方向が逆
になっている。
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（上段）東京都労働委員会 用語集 https://www.toroui.metro.tokyo.lg.jp/consultation/faqyougo

（下段）厚生労働省提供『労使関係総合調査／労働組合基礎調査』「第1 章 令和5 年労使関係総合調査の実施概要」より転載

（補足）『労働組合基礎調査』における労働組合の定義

• 労働組合は、労働者が２人以上集まれば自由に結成することができ、役所への届出や使用者の承認を受ける必要はない
が（憲法第28条）、法適合組合になるためには規約の整備等が求められ（労働組合法第５条）、『労働組合基礎調査』
は実質的に法適合組合を満たす水準の労働組合を調査の対象としている。そのため、労働組合の定義が狭い。



8厚生労働省提供『労使関係総合調査／労働組合基礎調査』「第1 章 令和5 年労使関係総合調査の実施概要」より転載

（補足）『労働組合基礎調査』の調査フロー

• 『労働組合基礎調査』は悉皆調査として設計され、毎年、厚生労
働省が都道府県労政主管課、労政主管事務所に委託して実施

• 調査回答の収集単位は地域別。地域単位で集めた回答を、労働組
合の組織系統に統合して、労働組合の数を集計して、毎年公表

• 2023年は、調査対象となった組合数は59,000だが、『令和５年労
働組合基礎調査の概況』で公表された、単一労働組合の数は
22,789、単位組合の数は46,704
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（補足）『労働組合基礎調査』における労働組合の種類

厚生労働省提供『労使関係総合調査／労働組合基礎調査』「第1 章 令和5 年労使関係総合調査の実施概要」より転載

• 『労働組合基礎調査』では、「単位組合」（「単位扱組合」や
「単位組織組合」）ごとに調査回答を集めており、回収後、本
部・支部などの組織系統を統合して、組合数を公表している。
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先行研究① 組合員数に関する統計

• 国際比較から、各国の労働組合の組合員数の集計方法は、
「行政による収集データ」「個人を対象とした世帯調査」
に二分される（Chang and Sorrentino 1991）。

• OECDの組織率は、日本は行政データ、英米は世帯調査。
だが、英米は世帯調査とは別に組合員数に関する行政デー
タも存在する。英米ともに法律で労働組合に組合員数の報
告義務を課している。（イギリスは認証官への報告義務、
義務があるのは128の産別労組。アメリカは労働組織報告
システムLORSへの登録）

• 日本の『労働組合基礎調査』は、都道府県の労政主管事務
所等を通じて50,000件以上の組合組織に調査回答を依頼し、
厚労省が組合の組織情報を統合して公表。労働組合に回答
義務はない。2023年は59,000 組織を対象に調査を行って
いるが、公表された『令和5年労働組合基礎調査の概況』
における単一労働組合の数は22,789。

厚生労働省「令和6 年労働組合基礎調査の概況」
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先行研究② 調査におけるエラーやバイアス

• 一般に統計調査では、サンプリング・バイアス（標本抽出の偏り）、サンプリング・エラー（標本誤差）、非サン
プリング・エラー（非標本誤差）が生じうる。

• 『労働組合基礎調査』は悉皆調査として設計されているため、非サンプリング・エラーに注視する必要がある。組
合加入に関する非サンプリング・エラーとしては、回答者の記憶の誤りや金銭的理由等による意図的な虚偽報告な
どがある（Visser 2006）。

• 本来サンプリング・バイアスを生まないはずの行政データでも、小規模組合の捕捉モレや労働組合の無申告による
過少バイアスが生じることがある（Visser 2006）。

• 組合員数については、行政データのほうが世帯調査よりもバイアスが大きくなりやすい。労働組合が組合員数を水
増ししたり、複数の組合加入者の二重カウントなどがあるためである（Kelly and Bailey 1989; Visser 2006） 。

• 海外諸国では行政データから算出した組織率のほうが世帯調査から算出した組織率よりも高い傾向がある。また、
組織率の減少も、組合申告データのほうが世帯調査から算出する組織率よりも緩やかである（ Chang and 
Sorrentino 1991; Breda, Bryson, and Forth 2019） 。

⇒ところが、日本では個人調査の組織率のほうが行政データの組織率より高い

（海外の先行研究とは逆の現象が発生している）
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先行研究③ 日本の組織率に関する分析（連合総研『勤労者短観調査』）

• Bryson, Kambayashi, Kuwahara, Nakamura, and Wels (2025) “What is Happening to Unionization in Japan”（一
橋大学ディスカッションペーパーNo.770）

• 連合総研『勤労者短観調査』では、2000年代以降、個人の組合加入率（組織率）が上昇していることに加え、「勤
務先に労働組合があるかわからない」との回答が増加していると指摘
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先行研究④ 日本の組織率に関する分析（連合総研『勤労者短観調査』）

• Bryson, Kambayashi, Kuwahara, Nakamura, and Wels (2025）は、『勤労者短観調査』がWeb調査になった2011
年以降のデータを用いて、組合加入に関するシフトシェア分析を行った。

• 一般に、労働組合への加入率は個人の属性によって異なり、例えば、非正社員や女性は正社員や男性に比べて加入
率が低い。そのため、組合加入率の高い層が増えることで、全体の組合加入率が自然に押し上げられる。

• 【左表】分析の結果、2011-13年から2020-24年の組合加入率の上昇のうち、約半分（47％、3.4ポイント）はそう
した労働者構成の変化によるものだった。逆に言えば、残る約半分（53％、3.9ポイント）は、個人の組合加入意欲
や加入継続率の高まり、加入認識の高まりによるものであることが確認された。

• 【右表】「勤務先に労働組合がある」という変数を除いて分析すると、労働者構成の変化の影響は29％で、個人の
加入行動・加入認識の違いによる影響が71％となる。

⇒ 雇用形態や性別などの労働者構成の変化だけでは説明できない、組合加入率を押し上げる原因が存在する
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先行研究⑤ 日本の組織率に関する分析（連合総研『勤労者短観調査』）

• Wels, Bryson, Kambayashi, Kuwahara, and Nakamura (forthcoming）“Why Are Japan’s Trade Unions Actually 
Growing? A Decomposition of Population Datasets”は、『勤労者短観調査』のデータを用いて、シフトシェア分析や
Blinder-Oaxaca分解を行った。

• シフトシェア分析では、組合加入増加に関して、観察された増加分の4分の1を「職場における労働組合の存在」が占
めることが判明。

• BO分解では、従来組織化が進まなかった層の組合加入の上昇を確認。

パートタイム労働者では説明不能な加入率上昇（0.25ポイント）

が顕著であり、構成変化を超えた組織化活動の成功が示唆される。

従業員100人未満の中小企業は、組合加入の絶対数は小さいものの、

組合加入の拡大に正の寄与をしている。

対照的に、労働者の人口統計的特性（学歴、年齢）は無視できる

影響しかない。



15筆者作成

本研究の目的と分析枠組み

• 2000年以降、労働組合の組織率（組合加入率）が『労働組合基礎調査』では低下し、個人調
査では上昇し、差が拡大している原因を解明する。

• 『労働組合基礎調査』の組合員数が過少集計になっている可能性と、個人調査の組合加入数
が過大集計になっている可能性を、質的に探索する。

• ３つのアクター、①労働組合、② 行政（厚生労働省、労政主管事務所）、 ③労働者の観点か
ら、聞き取り調査や文献調査、既存調査の精査等を行った。

表 補論-５　聞き取りの実施概要

対象 役職 人数 日時 調査方式 聞取り方式

厚生労働省 職員 3 2024/4/15 オンライン 半構造化インタビュー

労政主管事務所A 職員 3 2024/8/8 対面 半構造化インタビュー

労政主管事務所B 職員 2 2024/8/20 オンライン 半構造化インタビュー

労政主管事務所C 職員 1 2025/1/14 メール 意見交換

労政主管事務所C 職員 1 2025/5/12 対面 非構造化インタビュー

全国組織D 職員・オルガナイザー 3 2024/7/19 対面 意見交換

全国組織D 職員 1 2024/8/8 対面 非構造化インタビュー

全国組織D 職員 1 2024/8/22 対面 非構造化インタビュー

全国組織D 職員 4 2025/4/18 対面 意見交換

地方組織E オルガナイザー 6 2024/7/22 対面 意見交換

地方組織F オルガナイザー 10 2024/9/13 対面 意見交換

産別労組G（単組出向者含む） 役員・職員 3 2024/4/26 対面 意見交換

産別労組H（単組出向者含む） 役員・職員 6 2024/7/11 対面 意見交換

単組I～S 役員 11 2025/5/20 対面 意見交換

組合OB・OG（単組、産別出向者含む） 8 2024/9/9他 対面 意見交換

組合OB・OG（単組経験者） 1 2025/1/30 対面 意見交換

組合OB・OG（単組、産別、全国組織経験者） 1 2025/4/23 メール 非構造化インタビュー

研究者 2 2025/5/12 対面 意見交換

研究者 3 2025/7/22 対面 意見交換



• 『労働組合基礎調査』は悉皆調査だが、労働組合に回答義務がないため、調査に回答していな
い労働組合がある。（ 原因は、調査単位の分散、専従役員の減少、経験の少ない支部役員、組
合役員の多忙化等）

• 労働組合には組合員数を過少申告するインセンティブがあり、大規模単組の一部にそのような
慣行がある。（上部団体の加盟費は、組合員数で決まるため、人数が多いほど高くなる）

⇒『労働組合基礎調査』の組合員数は実際より過少

「出身単組では以前からずっと，上部団体にも『労働組合基礎調査』にも，組合
員数を5％減らして報告している。上部団体と厚生労働省で別の数字を報告する必
要はないため，両方に同じ数字を報告している。上部団体への納入金を減らした
いという理由だけでなく，年度内に組合員数が減る可能性も見込んでいるという
理由もある。」（単組経験者）

「組合員数が多いほど財政負担が増えるため，なかには，産別で委員ポストを確
保するのに必要な最低人数にあわせて組合員数を報告する労働組合もある。」
（産別経験者）
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①労働組合



• 『労働組合基礎調査』の集計対象となる労働組合の定義は個人の認識よりも狭い（前述）。

• 労働組合の全国組織の内部集計に比べ『労働組合基礎調査』の組合員数は少ない。

• 2001年の省庁再編（厚生労働省誕生、労政局の廃止、省庁と自治体の関係見直し）や、2006年
の公共サービス改革法、2007年の統計法改正により、各都道府県の『労働組合基礎調査』の実
施体制が弱化し、労政主管事務所のリソース不足により、新設組合を含む、すべての労働組合
から、組合員数の情報を収集することが困難になっている（次ページ）。

⇒『労働組合基礎調査』の組合員数は実際より過少

全労連の2012 年の定期大会の「運動方針（案）」「厚生労働省『労働組合基礎調査』では，2011 
年6 月時点で，全労連傘下組織の組合員数は86 万人と把握され，前年から8 千人減少している。連
続した減少傾向に歯止めがかかっていない。政府，財界の攻撃のもとで，企業や事業所そのものが
なくなり，人員減の影響を受けている実態や，政府の調査方法などの問題もある。しかし，組織減
少が運動の活力にも影響し，活動家育成の困難さにつながっていることも事実である。」

17

②行政（厚生労働省／労政主管事務所）

「担当1 人で『労働組合基礎調査』を回している県では，回答協力の得られない組合に対して個別
対応を丁寧にしている余裕はとてもない。」（労政主管事務所職員）



18厚生労働省『労働組合基礎調査』より筆者作成

（補足）『労働組合基礎調査』における非連続な位相変化

• 『労働組合基礎調査』の組合員数は、2000年代中盤から分布の形状が変化する。

• 単位組合の割合をみると、1980年代後半と2007年前後に非連続な位相変化が生じている。1980年代は労働戦線統一
の時期だが、2007年前後は労働組合側に大きな変化がない。

⇒ 行政改革の影響により、行政側で小規模な労働組合などの調査モレが生じるように



• 働き方改革や待遇改善などにより、労働者は組合加入について誤解し、また、「フリーライド
（ただ乗り）」しやすくなっている。

• 実際、組合加入（組合費）について曖昧
もしくは誤解している労働者が２割を超えている。

⇒個人調査の組合加入は実際より過大

「労働者は自分が組合員であるかをきちんとわかっていないと思う。ストライキがあった時代は，組合活動は目に見える
ものだった。しかし，ストライキがほとんど行われなくなった今，労働者が労働組合の活動を『見る』機会はほとんどな
い。だとするなら，労働組合は『労働組合とは何か』を伝える効果的な方法を開発しなければいけないが，見えないもの
を『見える化』することは本質的にとても難しい。労働組合はこの取り組みに成功していない。」（全国組織職員）

「2000 年代以降，企業は以前に比べて従業員を大切にするようになっている。その結果，組合員であってもなくても，
待遇改善の恩恵を受けられる労働者が増えている。こうした経営の変化が，実際には組合に加入していないにもかかわら
ず，自分が組合員であると誤解する労働者の増加につながっているのではないか。」（全国組織職員）
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③労働者

表３　労働組合の加入と組合費の支払い
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勤め先にある労働組合に加入している 71.9% 2.2% 5.8% 4.1% 0.3% 6.3% 2.1% 92.7% 1157

勤め先以外の労働組合に加入している 1.6% 1.0% 1.4% 0.8% 0.6% 0.6% 1.3% 7.3% 91

合計 73.5% 3.1% 7.3% 4.9% 0.9% 7.0% 3.4% 100.0% 1248

組合費の支払い状況

連合総研『第48回勤労者短観調査』」より筆者作成



• 「フリーライド（ただ乗り）」とは、集団的利益の達
成に向けて自らは何ら行動や貢献することなく、利益
を享受すること（Olson 1971）。

• 労働組合では、例えば、労働協約等で対象者を限定し
ない場合は、労働組合が得た待遇改善の成果に関して
フリーライダー問題が起きる（Olson 1971; Booth 
1985; Sano and Williamson 2008; OECD 2019）

• 日本の集団的労使関係では、待遇改善の対象を労働協
約で限定せず、同一の雇用管理区分の従業員に一律に
適用するため、労働組合へのフリーライドが生じやす
い。

• 近年、労働組合は非正社員の多くを組織化していなく
ても、非正社員の待遇改善を要求するようになってい
る。また、法整備や労使が重点的に取り組んでいる課
題は、従来、個人が正社員を回避する理由になってい
たものが多い。

⇒ 企業内で労働組合へのフリーライドが生じている
20

（補足）労働組合への「フリーライド」

厚生労働省『平成20年労働組合実態調査』
『令和５年労働組合活動等に関する実態調査』より作成



• コミュニティユニオンや合同労組などの独立系組合（※）の運動により、企業外の労働組合へのフリー
ライドも生じている。

※ここでの「独立系」は、上部団体に加入していないという意味ではなく、個別企業から独立している
という意味

21

（補足）労働組合への「フリーライド」続

【ABC マートの賃上げ】業績が好調ななか時給を下げようとした経営に対し，1 人の
パートタイム労働者が外部組合に加入し，活動家たちの力を借りて団体交渉を行った。
その結果，6％というこの会社では30 年ぶりとなる大幅な賃上げを，全国のパート・
アルバイト5,000 人に対して実現したのである（朝日新聞 2023）。たった1 人の組合
加入と行動により5,000 人の従業員の賃上げを実現しているため，ほとんどの従業員
にとっては，「労働組合のおかげで賃金が上がったが，会社に企業別組合があるわけ
ではなく，労働組合にも加入していない」という状況になっている。

【非正規春闘委員会】東ゼン労組（連合東京），首都圏青年ユニオン（全労連），全
国一般東京東部労組（全労協），総合サポートユニオンの呼びかけにより，2023 年，
「非正規春闘実行委員会」が結成された。2025 年5 月時点で，20 以上の組合が参加し
ている。非正規春闘実行委員会は，23 春闘では一律10％の賃上げ要求を掲げて36 社
と交渉し，16 社で賃上げを実現した。24 春闘では117 社に要求を出し70 社から有額
回答を引き出した。このなかには，スシローやベイシアなど大企業・有名企業が多数
含まれ，各企業からの組合加入者は極めて少ないにもかかわらず，大きな成果をあげ
ている。
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まとめ
⚫ 労働組合の組織率は、厚生労働省『労働組合基礎調査』の組合員数の過少集計（集計モレ）に

より、実態よりも少ないと考えられる（図７）。

⚫ 一方、個人にとって労働組合の境界線は曖昧になっており、構造的にフリーライドも生じてい
るため、労働者の労働組合加入認識は過大になっている可能性が高い（図８）。

⚫ 上記の組み合わせにより、『労働組合基礎調査』の組織率は低下する一方で、個人調査では組
織率が上昇し、その差が拡大していると結論づけられる。



23

政策的含意

⚫ 労働組合の影響力を測定する指標の開発

日本ではこれまで労働組合の影響力を「組織率（労働組合への加入＝組合費の支払い）」でとらえて
きたが、労働組合の影響力はそれを超えていることが判明。労働組合に加入していなくても、労働組
合の恩恵を受けている労働者への影響を捕捉するための指標の開発や、調査の実施、それをふまえた
政策検討が必要である。

⚫ 『労働組合基礎調査』の組合員数集計の正確性の向上

『労働組合基礎調査』は悉皆調査だが、労働組合に回答義務がなく、かつ、都道府県単位に分散して
回答を収集。しかし、行政も労働組合もリソース制約が厳しくなっている。海外には労働組合に回答
義務があってもその対象となっている組合数が大幅に少ない国もある。『労働組合基礎調査』の過度
に分散している調査の実査体制について集約を検討する余地がある。

⚫ 労働組合に関する政府統計のアップデート

個人と労働組合を対象にする調査で結果が大きく異なることから、個人を対象とした政府統計（例
えば『労働力調査』）に組合加入に関する項目を追加する。また、これまで行われてこなかった『労
働組合基礎調査』のミクロデータを分析し、それによる『労働組合基礎調査』の見直しや政策検討へ
の活用を行う。



参 考 資 料
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労働組合とは何か？

25

個人の権利（憲法第28条）

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

労働組合の定義（労働組合法第２条）

この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の
向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。

法適合組合（労働組合法第５条２）

規約や会計、独自の執行機関等が必須

※『労働組合基礎調査』の調査対象

V

V



労働組合の活性化

26厚生労働省（2025） 『労働基準関係法制研究会報告書』

• 労 働 組 合 の 活 性 化 が 必 要 に な っ て い る が 、 そ の 具 体 策 は ？

（労働組合法は1949年の法改正以降、労働組合を活性化するための見直しは行われていない）



労働組合の活性化への方策（中村私案）

27

⚫ 労働組合の存在の希薄化への対応／雇用流動化との並立

⇒ 過半数組合がある場合、雇入れや求人募集における労働条件明示にその旨を記載

⚫ 多様な労働者の包摂／過半数代表者における労働組合の優先

⇒ ユニオンショップ協定の対象に正社員以外の労働者（パートタイム、有期、派遣等）を

含めたいと労働組合から申し出があった場合に使用者側からの拒否の禁止

⚫ 多様な労働者の包摂／過半数代表者としての労働組合の活動の担保

⇒ 現状、労働組合の活動の何を労働時間に参入できるか、金銭的に補償されるか、通信手段や

施設等が利用できるかは個社労使によるバラツキが非常に大きいため、政府が方針を明示し、

労使に点検を促す

⚫ 『労働組合基礎調査』の組織率だけでは組合の影響力をとらえられない

⇒ 労働組合の影響力を把握する指標の開発と組合統計の見直し／『労働組合基礎調査』の実査体制
の見直し

⚫ 労働組合や労使関係に関する認識のアップデート

⇒ 『労働組合基礎調査』のパネルデータ化とそれを用いた分析・研究の実施



（参考）アメリカの組合活性化政策

28中村天江（2023）「米バイデン政権『労働組合と中間層』報告書のメッセージと日本への示唆」『DIO』391



（参考）イギリスの雇用権利法案

29労働政策研究・研修機構「雇用権利法案の公表」https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2024/11/uk_01.html

雇用権利法案（Employment Right Bill）
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https://www.mof.go.jp/pri/publication/financial_review/index.htm
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